
災害対策基本法等の一部改正について 

 

 令和３年５月 17 日 

京都府災害対策課 

 

 

 

１ 主な改正点 

○避難情報の見直し 

・警戒レベル４「避難勧告」と「避難指示（緊急）」を「避難指示」に一本化 

・災害が発生・切迫し、指定緊急避難場所等への立退きがかえって危険であると考

えられる場合に直ちに安全確保を促す警戒レベル５「緊急安全確保」を位置づけ 
  
＜備考＞ 
 
 
 
 
 
 
 
○高齢者等の避難の実効性確保のための見直し 

・市町村による個別避難計画(※)の作成を努力義務化 

※避難行動要支援者ごとに支援者、避難施設、避難経路等を記載した計画 

＜備考＞ 
おおむね５年程度で取り組むこととし、地方交付税を市町村へ新たに措置 

 
○広域避難の実効性確保のための見直し 
・災害発生のおそれがある段階において、要避難者を一定期間他の市町村の区域に
滞在（広域避難）させるために市町村間の協議の仕組みを創設 

 
２ スケジュール 

   ３月５日 閣議決定 

４月28日 成立 

５月10日 公布 「避難情報に関するガイドライン」公表 

５月20日 施行  新たな避難情報の運用開始 
 

３ 留意事項 
○法改正内容等を反映した地域防災計画の修正について府防災会議で上程予定 
○防災基本計画についても改正法の内容等が反映される予定 
→市町村地域防災計画のついても検討を加え、必要と認める場合は修正が必要 

 
○改正法の施行をもって、新たな避難情報の運用が開始 

   →避難情報の発令基準の見直しが必要 
 

警戒レベル 現  行 改正後 

警戒レベル５ 災害発生情報 緊急安全確保 

警戒レベル４ 避難勧告、避難指示（緊急） 避難指示 

警戒レベル３ 避難準備・高齢者等避難開始 高齢者等避難 
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避難行動要支援者に係る個別避難計画の作成促進に

ついて 

 

背景  

○ 災害対策基本法改正により、個別避難計画について、市町村に作

成が努力義務化された。  

○ 内閣府により「個別避難計画作成モデル事業（都道府県事業 /市  

町村事業）」を実施することとなったため応募したところ、京都府

及び福知山市が採択された。  

 

内閣府モデル事業 

○ 市町村が効果的・効率的な作成プロセスのモデルを創出し、都道

府県域内でモデルを展開する取組を支援するもの。  

○ 市町村は、個別避難計画作成プロセス（作成手順や関係者の選定  

等）の構築及び計画策定を実施する。  

 ○  都道府県は、市町村事業の成果等を共有する場を設定し、普及促

進するなどの取組を支援する。  

 

京都府の取組内容 

 ○  福祉部局、防災部局が市町村にヒアリングを実施し、市町村ごと   

に個別避難計画作成に係る現状及び課題を洗い出す。  

 ○  地域のハザード情報、避難行動要支援者の状況、居住実態等か

ら、個別避難計画作成の優先度の考え方について一定の基準を検

討する。  

○ 福祉施設関係団体等とも連携し、各市町村で最適な計画作成プ

ロセスの構築ができるよう支援する。  



 

水害等避難行動タイムライン(災害・避難カード)の普及について 

 
１ 趣旨（目的） 

 平成30年7月豪雨において避難情報の発令が住民避難に結びついていなかったことを

踏まえ、令和５年度までに、地域内に土砂災害警戒区域又は大規模な浸水（想定浸水深

３ｍ以上）を有する府内全ての自主防災組織（1,534 地域）において、市町村と連携し、

水害等避難行動タイムラインの作成を目指し、地域住民が声を掛け合いながら自主的に

避難する共助体制を構築する。 
 
２ これまでの取組状況 

○平成 30 年度 

平成 30 年７月豪雨で特に大きな被害受けた中丹地域３市（福知山市、舞鶴市、綾部

市）でモデル事業を実施。 

 

○令和元年度 

特定地域防災協議会（＊）を設置した３市１町（宇治市、亀岡市、八幡市、久御山町）

で作成支援。 

＊「災害からの安全な京都づくり条例」に基づき、大規模な災害が想定される地域で、府、国、

市町村、地域住民等により構成した防災対策を円滑かつ効率的に実施するための協議会を上

記４市町で設置。 
 

 ○令和２年度 

   京丹波町で、簡易版タイムライン（災害・避難カード）の説明会を実施。 

   京丹後市で水害等避難行動タイムライン作成支援を実施。 

  ※独自の取組等により作成済みの地域：京都市、京田辺市、井手町、与謝野町 

 

３ 令和３年度の取組について 

水害等避難行動タイムラインの作成を加速化させるため、防災士等をはじめとした水

害等避難行動タイムライン作成支援人材制度を創設し、各自主防災組織等での水害等避

難行動タイムライン作成に対する派遣支援を実施。 
また、市町村が実施する自主防災組織等向けの防災講演会等において、府から自主防

災組織等に対して作成を呼びかけるなど普及・啓発を実施。 
 
※水害等避難行動タイムラインとは 

 ・「いつ」「どこへ」「どのように」避難するのかをあらかじめ時系列で整理し決めておくもの。 
 ・水害や土砂災害等の地域の個別の災害を対象として、自主的な避難行動を行うための目安（き

っかけ）である「避難のスイッチ」と次善（セカンドベスト）の避難場所を設定し共有。 
 ・タイムライン作成を通じて地域住民がみんなで声を掛け合いながら自主的に避難する共助体制 





 

防災パトロール（危険予想箇所点検）の概要 

 

１ 目  的 

京都府内における河川、ため池、崖崩れ、宅地造成地など、災害に際して、危険が予

想される箇所について、防災関係機関の職員によって点検を行ない、必要な対策を講ず

ることにより、各市町村の防災体制の確立を図るもの。京都府地域防災計画一般編第 2

編第 21 章防災訓練・調査計画にも明記。 

 

２ 実施内容 

例年、出水期の前に市町村長を実施責任者とし、市町村及び関係機関担当者とパトロ

ール班を編成して行なう。実施に際しては、別紙の実施要領を参照すること。 

 

３ 留意点 

  ・点検で確認した内容は、住民、特に高齢者等の要配慮者が的確な避難が行えるよう、

個別避難計画の作成や、事前に情報の周知徹底をすることにより、対策に万全を期す

ること。 

  ・実施に際しては、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、人数の縮減を図りつ

つ、対策を徹底のうえ、巡回すること。 

   

〈参考〉京都府地域防災計画一般編（抜粋） 

 

第２１章 防災訓練・調査計画 

第２節 防災調査計画 

 

第１ 計画の方針 

     京都府の地域における河川、ため池、山くずれ、高潮並びに宅地造成地及び高層建築物などで災害発

生時に危険が予想される箇所の事前調査等を行い、防災体制の整備強化を図る。 

 

第２ 計画の内容 

  １ 防災パトロール 

       市町村長が実施責任者となり、市町村並びに府の防災担当責任者及び警察、自衛隊等の災害対策関

係者が共同して、災害時に危険が予想される箇所を調査して、それぞれ問題を想定してはその対策を

検討し、必要な指示、指導を行うものとする。 

    実施計画は、各市町村が行い、関係機関の協力を求める。 

       なお、実施方法は、「防災パトロ－ル実施要領」によるものとする。 

  ２ 被害想定規模の調査 

       風水害等被害要因を検討し、被害を想定して、これらに対する予防、応急及び復旧の諸対策の意見

をまとめ関係機関に周知する。 

    調査研究の実施計画は京都府の機関が行い、関係機関及び学識経験者の協力を求める。 

 


